
この補助金は愛媛県外から東温市へ移住

を検討されている方が、実際に現地を見て、

体験するための費用を一部負担するもので

す。

補助金の対象となる費用（補助対象経費）

補助金額

１人 ２人 ３人 ４人 ５人



東温市移住定住総合窓口

（東温市産業建設部 地域活力創出課）

TEL：089 － 964 － 4414

Mail：chikaso@city.toon.lg.jp

補助金の対象となる人

申請・請求の方法

お問合せ先（相談窓口）

申請者 相談窓口

Step1
交付申請書の提出

（※移住視察の3日前まで）

Step3
移住視察

Step4
実績報告・請求

（※移住視察後7日以内）
Step5

補助金額確定・振込

Step2
交付決定


